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単一特許制度の紹介

はじめに：ご留意頂きたい事項

　以下，欧州における統一特許裁判所（UPC）制
度の概要を述べていく。ここで筆者が表明する意
見，見解，その他の陳述は，完全に個人的なもの
であり，筆者の事務所又はその顧客の意見を必ず
しも代弁するものではない。
　アルベルト・アインシュタインは「Alles muss  
so einfach wie möglich sein. Albeit nicht einfacher 

（物事は可能な限りシンプルにしなければならな
い。しかしシンプルになり過ぎてもいけない）」
という名言を残している。しかし筆者には戸惑い
がある。ここでアインシュタインの要求に従いこ
の制度を説明したとしても，この制度の全容は依
然として，本稿のような記事によって説明できる
レベルを遙かに超えたところまで広がっている。
したがって，ここでの記載内容は実際のものと比
較してシンプルに構成されており，筆者が述べる
ことは 100% 正確ではない。
　本稿はその反対に，このきわめて複雑な状況を
極限まで簡略化して，その見解を示すものであ
り，したがって漠然としたものになるのは致し方
ない。これを文学作品に例えるならば，シェーク
スピアの「ハムレット」を「男が父親の奇妙な夢
を見たという物語」と一括りにする，又はゲーテ
の「ファウスト」を「悪魔と変な取引をした男の
話」と一括りにするようなものである。
　悪魔といえば…「悪魔は細部に宿る（the devil 
is in the details）」ともいう。ごもっともな話で
ある。

１．単一特許制度

　2023 年 6 月 1），欧州は 1973 年に欧州特許条
約が成立して以来の，特許法制度における最大
規模の変革を迎えることになる。単一特許制度

（Unitary Patent System）2）が導入されるのである。
　単一特許制度は欧州特許制度が迎える大きな変
革であり，この制度には，多数の欧州諸国につい
て有効である特許を取得する方法，そして侵害及
び無効について判断する集中化された訴訟手続の
両方が含まれる。
　この詳細すべてについて説明すれば，それだけ
で本稿がカバー可能な範囲を完全に超えてしまう
であろう。その基本的な特徴は（すべてについて
述べることは不可能であるが）次のとおりである。
　単一特許制度は，単一特許と統一特許裁判所の
2 つの部分によって構成される。
　単一特許（Unitary Patent，略して UP）は欧州 
法，正確には 2 つの EU 指令である 1257/2012 及
び 1260/2012 を基礎としている。最初の指令は特
許そのものに関する規定であり，2 番目の指令は 
翻訳システムに関する規定である。いずれも 2012 
年に成立しているが，統一特許裁判所との連携性
のために，依然として未実施となっている。
　統一特許裁判所（Unified Patent Court，略し
て UPC）は，国際協定としての「統一特許裁判
所に関する協定 3）」，以下，「協定」（略称）を基
礎としている。本制度の導入までの道のりがこれ
ほど長期化した理由は，この協定の存在にあり，
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ドイツにおける批准プロセスで，憲法上の不服申
立てが最初に成立してしまったからである。しか
し 2 回目の批准プロセスは成功裏に完了し，こ
の再批准に反対する 2 件の申立ては棄却された。
ドイツが批准書を寄託することによって，この協
定は数か月以内に発効する。
　現在では準備作業が進められている。この作業
の実施を可能とするためには，「暫定適用について
の統一特許裁判所に関する協定の議定書（Protocol  
to the Agreement on a Unified Patent Court on 
provisional application）」と称される，2 番目の協
定を成立させる必要があり，これによって裁判所
の設置が可能となり（すなわち，裁判所は依然と
して開設されていない），職員を雇用して今後の
必要な活動を実施することが可能となる。この「議
定書」は 2022 年 1 月 19 日に発効済である。
　協定が発効するために残された最後の要件は，
ドイツによる批准書の寄託である。これが実施さ
れた場合，第 89 条によると「寄託後，4 番目の
月の最初の日」に，UPC は発効する。UPC が発
表した声明によると，この寄託は 2023 年 3 月 1
日に行われる予定となっている 4）。
　この寄託によって，「サンライズ期間（Sunrise 
Period）」と呼ばれる新たな期間が開始し，この
時点では特に「オプトアウト（opt-out：適用除外）」
の請求，単一特許の早期請求など，いくつかのア
クションの利用開始が実現する。

２．単一特許

　統一特許裁判所（UPC）の運用開始によって
すみやかに，単一特許（又は正確には「単一効果
を有する欧州特許」）が利用可能となる予定であ
るが，これは欧州特許庁で付与された特許のうち，
その公開日が UPC 運用開始後に該当するものに
限定される。単一特許はその後，統一特許裁判所
制度にも属しているすべての国について有効とな
り，これは簡単にいうと，従来の各国における有
効化に代わるものとなる。しかし今後も，これら
の各国における有効化は引き続き可能となる予定
である。

　現時点で，単一特許を経由して特許が取得可能
となる国は，協定を批准済の国（又はドイツのよ
うに批准予定である国）であり，これは全体で
17 か国，すなわちオーストリア，ベルギー，ブ
ルガリア，デンマーク，エストニア，フィンランド，
フランス，ドイツ，イタリア，ラトビア，リトア
ニア，ルクセンブルク，マルタ，オランダ，ポル
トガル，スロベニア，スウェーデンである。

UPC参加国

　単一特許を取得するためには，対応する欧州特
許出願の特許付与公告後，1 か月以内に請求を行
う必要がある。国内特許官庁が付与した特許につ
いては，単一特許を取得することができない。
　請求は EPO に対して行い，手数料は無料であ
る。ただし当面，出願がドイツ語又はフランス語
で行われている場合には，英語による明細書の翻
訳文，又は出願が英語で行われている場合には，
EU 言語の 1 つによる明細書の翻訳文を提出しな
ければならない。この要件は解除が可能である（そ
して解除が予定されている）が，制度の施行後 6
年間は解除されない。ここで追加的に要求される
翻訳文は情報目的のみに供されるが，少なくとも
一定の品質を有することが推奨される。劣悪な翻
訳文の場合には，まったく提出されなかったもの
とみなされ，単一特許が無効となるおそれがある。
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　付与された欧州特許について，単一特許および
ドイツの国内特許として有効化すること（たとえ
ば，付与された欧州特許について単一特許として
有効化しかつ，ドイツの国内特許として有効化す
ること）は不可能である。ただし国内特許と単一
特許の共存は可能である。
　特許付与の公告日は欧州特許庁が決定すること
から，2023 年 1 月 1 日以降 5），欧州特許付与の意
向（EPC 規則 71（3）に基づく通知）が発行され
ているものの，それに対する回答が行われていな
い特許出願については，特許付与の公告を繰り延
べ，手数料不要の請求による制度の開始後に特許
が付与されることが可能になると EPO は発表し
た 6）。
　2023 年 1 月 1 日からは更に，適格性を有する
出願については単一特許請求を事前に行い 7），そ
れによってEPOが当該請求を事前にチェックし，

（必要な場合）訂正を要求することが可能になる。
　新たな国が協定に加入した場合，既存の単一特
許は（EU 商標と異なり）その国については自動
的に拡張されないことに留意されたい。この国が
加入した後に登録された単一特許だけが，拡張さ
れた保護範囲による利益を享受する。したがって
単一特許には，いくつかの異なる地域的範囲を対
象とする，いくつかの異なる世代が存在すること
になるであろう。特定の単一特許の保護が適用さ
れる国名については，EPO 登録簿にリストが掲
載される予定である。
　単一特許の年金は，（およそ）4 か国分の年金
額であり，EPO に対して支払う。ここで重要な
点として，手数料を節約する目的で単一特許の地
域的範囲を限定することは不可能である。単一特
許は，全体として権利を維持することだけが認め
られる。

３．統一特許裁判所（UPC）

　統一特許裁判所（UPC）は，単一特許制度の 2
つの土台となる礎石のうちで，より複雑であり，
その重要性も高い。
　UPC は，次に関する訴訟及び無効手続の両方

を管轄する。

a）すべての単一特許
b）すべての係属中の及び将来的な欧州特許 8）

　ただし b）に関しては「オプトアウト（opt-out：
適用除外）」が可能であり，これに関しては後記

（3.4.）で説明する。

3.1．裁判所の所在地
　UPC それ自体は，多数の第一審機関を擁してい
る。協定ではこれを「部（divisions）」と称してい
る。ここで，いわゆる「地方部（local divisions）」 
及び「地域部（regional divisions）」が設置されて
いる一方で，「中央部（central）」も設置されてい 
る。これらの名称は，簡単にいえば次の方法で定
められている。「地方支」は 1 つの国について所
在し，「地域部」はいくつかの国について所在す
る。各締約国には（その締約国が希望する場合）
少なくとも 1 つの地方部が存在するが，ドイツは
デュッセルドルフ，ハンブルク，マンハイム，ミュ
ンヘンの 4 つの地方部が存在する。いくつかの国
が「執行力を結集させて（join forces）」1 つの地域
部を共同で開設することも可能であるが，現状で
これに該当するのはストックホルムだけであり，
スウェーデン及びバルト諸国を担当する。
　統一特許裁判所の管理理事会の設立総会 9）にお
いて，関係する各締約国は，自国が地方部の開設
を希望するのか，又は地域部に加入するのかにつ
いて，それぞれの意思を表明した。
　地方部の開設も希望せず，地域部への加入も希
望しない旨を表明したのは 3 か国だけであった

（ブルガリア，マルタ，ルクセンブルク）。
　中央部は 1 か所であり，（少なくとも法律上は）
本拠地がパリに設置され，2 つの担当課（section）
がミュンヘン及びロンドンに設置される。しかし
英国が EU を離脱し，その後に協定批准を取り下
げたことから，（公式な実施ではないが）ロンド
ンの担当課は開設されない見込みである。
　中央上訴裁判所は 1 か所のみ，ルクセンブルク
に設置される。
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　ここで各裁判所の所在地を次の地図に示す。

UPC参加締約国 

地方部の所在地 
地域部の所在地

中央部の所在地

上訴裁判所の所在地

3.2．裁判所合議体の構成
　UPC で具体的に確定している事項の 1 つが，2
種類の裁判官で構成されることである。まずは法
律的な学位を有する「古典的な」裁判官であり， 

「司法上（judicially）」又は「法律上（legally）」の
資格を有する裁判官と称される。
　その一方で「技術（technical）裁判官」も存在
しており，法律は学んでいないが，科学又はエン
ジニアリングの学位を有している。
　それぞれの裁判官の分布及び国籍は，各部に
よって異なる。
　1 つの地方部における手続は，3 人の法律裁判
官によって構成される。フランス，ドイツ，イタ
リア，オランダの 4 か国の場合，これらの国の地
方部では，裁判官のうち 2 人はその国の国民とさ
れる。その理由として現在，これらの国では（比
較的）多数の特許権侵害行為が発生していること
が挙げられる。
　3 人目の裁判官は他の国の出身者となる。この
構成は「プール制度」によって管理される。技術

裁判官は，反訴が提起された場合，又は複雑な事
案の場合に任命される。
　それ以外のすべての国では，裁判官のうち 1 人
だけがその国の国民であり，残り 2 人の裁判官は
プール制度によって任命される。
　1 つの地域部における手続の場合，2 人の裁判
官は常にその地域の出身者となることから，これ
は現状で特許事件の発生件数がそれほど多くない
国にとって，執行力を結集させるための動機付け
となるであろう。
　中央部における手続は，司法裁判官が 2 人，技
術裁判官が 1 人で構成され，全員が異なる国の出
身者となる。
　上訴手続は 5 人の合議体によって構成され，そ
のうち 3 人は司法裁判官，2 人は技術裁判官であ
る。司法上の資格を有する裁判官は，それぞれ異
なる 3 つの国の出身者であることが要求される。
　2022 年 10 月 9 日，UPC は裁判官のリストを公
表した 10）。合計で法律資格を有する 34 人の裁判
官，及び技術資格を有する 51 人の裁判官が任命さ
れた。しかし，依然として一部には空席が残され
ている。
　第一審裁判所の裁判長はフランス人裁判官の
Florence Butin であり（法律規定によると，初代
裁判長はフランス出身であることが要求される），
上訴裁判所の裁判長は Klaus Grabinski となる予
定である。
　ドイツからは，法律資格を有する合計 12 人の
裁判官が任命された。したがってドイツ人裁判官
の比率は 3 分の 1 を超えており，最大の比率と
なっている。
　任命されたドイツ人裁判官は，Klaus Grabinski， 
Patricia Rombach（上訴裁判所），Maximilian Haedicke

（パリ中央部），Ulrike Voß（ミュンヘン中央部），
Bérénice Thom，Ronny Thomas（デュッセルドルフ
地方部），Sabine Klepsch，Stefan Schilling（ハンブ
ルク地方部），Holger Kircher，Peter Tochtermann

（マンハイム地方部），Matthias Zigann 及び Tobias 
Pichlmaier（ミュンヘン地方部）である。
　これ以外で著名な裁判官として，Rian Kalden

（オランダ）は控訴裁判所の第 2 部裁判長となる
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予定であり，更に，Edger Brinkman（オランダ，
ハーグ地方部），Florence Butin（フランス，パ
リ中央部），Samuel Granata（ベルギー，ブリュッ
セル地方部）などが挙げられる。
　ここで特筆すべき点として，開設時の UPC に
フルタイムで勤務する裁判官は 5 人だけである。
それ以外の裁判官はすべて，技術裁判官も含めて，
少なくとも開設時にはパートタイムの勤務に限定
される予定である。

3.3．裁判所の管轄権及び裁判手続
　上述したように UPC は，特に訴訟及び無効手
続の両方を管轄する。
　地方及び広域の各部は特許権侵害事件に対して
管轄権を有し，これまでと同様に，侵害発生地に
訴訟を提起することが可能である。すなわち大半
の訴訟手続において，原告は管轄権を有する法域
を選択することができる。
　これに対し，大きな相違点としては，ドイツに
おける訴訟実務にきわめて類似しているのである
が，訴訟手続中に反訴としての無効・取消請求が
可能であり，したがって地方又は地域部は，無効
訴訟及び侵害訴訟を同時に審理することができる。
地方部は，訴訟手続中のいずれかの時点で，取消
請求を中央部に移送することも可能であるが，こ
の状況は希であり，例外的なケースと考えられる。
この結果，ドイツ式の「分岐手続（bifurcation）」 

（むしろ「分離手続：separation 11）」というべきか）
の原理は，実質的に放棄されたものといえる。
　なお日本とは異なり，反訴として取消請求が行
われた場合，裁判所の判断はすべての全体的な効
力を有し（erga omnes），対立する当事者間（inter 
partes）に限定されない。
　中央部は本質的に，分離された無効手続及び請
求権不存在確認訴訟の手続を担当する。特別の状
況に限り，中央部に侵害訴訟を提起することがで
きる。したがって「中央（central）」という言葉
の意味と比較して，中央部の重要性はかなり低い
ものとなっている。
　統一特許裁判所に対する訴訟手続を，これ以上
詳細に説明するのは不可能である。いつつかのポ

イントについて簡単に述べておく。

・ 統一特許裁判所に対する手続は厳格に管理さ
れ，最初から直接的に提起し，明確な訴訟プ
ロセスを進む。

・ 書面手続，中間手続，口頭審理が設定されて
おり，口頭審理が行われるまで，事案は主任
裁判官（judge-rapporteur）が審理する。

・ 適切な資格を有する弁護士及び弁理士のいず
れも，代理人として行動することが可能であ
り，以前はいずれの場合であっても弁護士が
要求されていたことから，これは画期的とい
える。

・ ドイツにおける訴訟手続と同様に，勝訴の場
合には費用返還を受ける権利が認められる
が，やはりドイツと同様に，裁判所には多大
な裁量権が与えられている 12）。

・ UPC に対する訴訟手続では，損害賠償及び
差止請求が認められる。差止めが自動的に認
められるのか否かは依然として明らかにされ
ていないが，自動的に認められることが期待
されている。

・ 損害賠償額は懲罰的な性質を伴うものにはな
らず，最終的には，ライセンス料を類推適用
したような額の損害賠償が標準的になるので
はないかと予測する専門家もいる。

　UPC の確定判決は，その特許が保護されてい
るすべての UPC 協定締約国において，自動的に
執行可能となる。集中化された特許訴訟手続は，
UPC がもたらす大きな利点の 1 つといえる。

3.4．「オプトアウト（適用除外）」
　本稿で既に述べたように，UPC はすべての欧
州特許について管轄権を有しており，したがって
既存の欧州特許にも管轄権が及ぶものと考えられ
る。
　しかし，これに対する安全策として，国内で有
効化されている既存の欧州特許，又は将来的に有
効化される欧州特許に関しては，UPC 施行後の最
初の数年間について 13），裁判所の管轄権の適用を
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（注）
1）  UPC に関する報道発表は次のウェブサイトを参照

されたい。https://www.unified-patent-court.org/en/
news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-
march-2023

2）  註記：多くの記事及び公表物において，新制度が
「単一特許パッケージ（Unitary Patent Package：
UPP）」と呼ばれることもある。しかし筆者は個人
的に，Haedicke による提唱（Haedicke, Rechtsfindung, 
Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen 
Patentsystem, GRUR Int 2013, 609）に従い「単一
特許制度（Unitary Patent System）」と称すること
を好んでおり，したがって以下，この名称を引き
続き使用する。

3）  協定本文はこちらを参照されたい。https://www.
unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_
documents/agreement-on-a-unified-patent-court.pdf

4）  次を参照されたい。https://www.unified-patent-court.
org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-
1-march-2023

5）  ただし，この日付は「サンライズ期間」の開始予
定日に先行することに留意されたい。EPO がこの
日付を設定した時点では依然として，サンライズ
期間も 2023 年 1 月 1 日に開始することが意図され

除外する目的で，いわゆる「オプトアウト（opt-out： 
適用除外）」を登録 14）することが可能である。こ
の場合には従来と同様に，国内裁判所が管轄権を
有することになる。
　追記しておくと，「オプトアウト」は上述した 

「サンライズ期間」，すなわち 2023 年 3 月 1 日以
降であれば，先行して申請することが可能である。
これは重要なポイントといえる。というのは，オ
プトアウトは統一特許裁判所に対する訴訟手続が
未だに係属していない場合に限り可能であるから，
第三者が，取消・無効請求を行えばオプトアウト
を阻止することが可能ということになる。そのた
めに特許権者は，「オプトアウト」の事前申請が
可能となるよう，強固に提唱していたのである。
　ただし長期的な視点では，UPC を回避すること
が不可能となり，やがて UPC はすべての欧州特
許を管轄することになるであろう。UPC の回避
を希望するのであれば，欧州の国内特許庁に対し
て手続を進める必要がある。
　「オプトアウト」は 1 回だけ変更が可能であり，

「オプトイン（opt-in：適用復帰）」を申請するこ
とができる。ただし，この「オプトイン」を行っ
た場合には，完全に確定するものとなり，「オプ
トアウト」に再変更することはできない。UPC
協定締約国の 1 つにおいて国内訴訟手続が開始し
ている場合には，「オプトアウト」と同様に，「オ
プトイン」への変更も認められない。
　最後に一言。この制度の運用開始に基づき，ド
イツは二重保護禁止を解除する予定である。これ
までは，同一出願人によって，同じ発明について
ドイツ特許出願と欧州特許出願が別々にされ，2
つの同じ特許が並行して付与された場合，ドイツ
特許出願に基づくドイツ国内特許は欧州特許の範
囲内で権利行使が自動的に不可能となっていた。
今後は両方の特許が共存可能となるが，これは「オ
プトアウト」が申請されていない場合に限定され
る。ただし，いったん「オプトアウト」を申請す
れば，その後に「オプトイン」を申請した場合で
あっても，ドイツ国内特許の権利行使は不可能と
なってしまう。

４．必要な準備

　上述したように単一特許制度の導入は，欧州特
許庁が設立されて以来，最大規模の変革であり，
将来的にはすべての欧州特許に関する訴訟が，統
一特許裁判所おいて審理されるであろう。した
がってすべての知的財産関係者は，この新制度に
適応させていく必要がある。特許権者が事前に準
備しておくべきポイントとして，次の 3 項目が挙
げられる。

・ 新制度について自身の情報を整理しておく。
・ 自身の特許の一部又はすべてについて，「オ

プトアウト」を希望するのか否か（いつ申請
するのか）を決定しておく。

・ EPO が提供する手続繰延べの利用を希望す
るのか否かを含めて，将来的に特許が付与さ
れるであろう出願について，単一特許の申請
を希望するのか否かを決定しておく。
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ていた。
6）  次を参照されたい。https://www.epo.org/law-practice/

legal-texts/official-journal/president-notices/archive/ 
20221114.html 及び https://www.epo.org/law-practice/ 
legal-texts/official-journal/information-epo/archive/ 
20221114a.html

7）  次を参照されたい。https://www.epo.org/law-practice/ 
legal-texts/official-journal/information-epo/archive/ 
20221114b.html

8）  註記：当然ながら単一特許も EPO が付与するもの
であるから，欧州特許の 1 つである。しかし本稿に
おいて「欧州特許」は，従来から存在する，国ごと
の有効化システムを通じて有効化された特許を示す
ものとする。

9）  次を参照されたい。https://www.unified-patent-
court.org/news/announcement-unified-patent-court-
administrative-committees-inaugural-meeting

10）  https://www.unified-patent-court.org/en/news/
unified-patent-court-judicial-appointments-and-
presidium-elections

11）  Meier-Beck はこのように修正している。Meier-Beck, 
Bifurkation und Trennung, GRUR 2015, 929 参照。

12）  興味深い点としてスイスの制度がこれに近い。
Hüttermann  Einheitspatent und Einheitliches 
Patentgericht，Chapter 8 における論旨を参照さ
れたい。

13）  正確には，統一特許裁判所の開設から 6 年と 11 か
月である。この期間は 1 回，更に 7 年延長が可能
となっているが，その可能性は低い。その時点ま
でにこの制度が浸透しているか，又は最終的に中
止となっているであろう。

14）  ここでも正確には，UPC 協定第 83 条（3）の規定
による請求を意味する。ただし「オプトアウト」
という用語はあらゆる場面で登場している。

（原稿受領日　2022 年 11 月 23 日）


